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令和５年度奨学金 

ひたちなか市奨学生募集要項（緊急申請分） 
 

ひたちなか市教育委員会 

 

ひたちなか市では，有為な人材を育成することを目的として，ひたちなか市奨学資金貸

与条例に基づき，優良な生徒・学生で，かつ，家計が急変し修学が困難な方を対象に，奨学

金の貸与を受ける奨学生を下記により募集します。 

 

 

１ 令和５年度奨学金について 

令和５年４月に高等専門学校第４・５学年に在学している方，専修学校専門課程（修

業年限が２年以上のものに限る。以下同じ。）又は大学（専門職大学，短期大学及び専門

職短期大学を含み，大学院及び専門職大学院を除く。以下同じ。）に在学している方につ

いて，修学に要する学資その他の費用に充てるための資金を貸与します。 

 

奨学金の額及び貸与時期・貸与期間 

区分 奨学金の月額 貸与時期・貸与期間 

高等専門学校（第４・５学年） 20,000円 採用決定後の手続後に貸与を開始します。 

貸与期間は，出願手続があった日が属する

月から開始し，在学する学校の正規の修業

年限以内です。 

専修学校専門課程 30,000円 

大学 
国立及び公立 30,000円 

私立 40,000円 

 

２ 資格 

奨学金の貸与を受けることができる方は，次の要件の全てに該当する方です。 

（１） 令和５年４月に，高等専門学校第４・５学年に在学している方，専修学校専門課

程又は大学に在学している方であること。 

（２） 次のいずれかの家計急変の事由により修学に要する学資その他の費用の支弁が

困難であると認められること（所得基準があります。別紙「ひたちなか市奨学生

所得基準（緊急申請分）」参照）。 

ア 主たる家計支持者の収入が病気，事故，死亡又は失業等により減少した場合 

イ 火災，風水害，震災等の災害により当市又は出願者の居住地が災害救助法等の

適用を受け，かつ，著しい被害を受けた場合又はこれに準じる程度の被害を受け

た場合 

（３） 保護者（出願者を現に監護するものをいいます。）が市内に住所を有している方

であること。 

（４） 健康であり，人物・学業とも優れている方として在学する学校又は卒業した学

校の長の推薦を受けた方（人物・学業・健康等が別紙「ひたちなか市奨学生推薦基

準（緊急申請分）」の各項目に該当することです。）であること。 
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（注） 

・すでに入学準備金のみの貸与を受けた方でも，申請することができます。 

・奨学生として採用が決定された場合には，市内に在住し，独立の生計を営む成年者

の方から，連帯保証人及び保証人を１人ずつ立てていただきます。 

・連帯保証人は，市税を滞納しておらず，債務を保証できる所得のある方とします。な

お，採用決定後，市税の納税証明書等を提出していただきます。 

・他の団体による「奨学資金」の貸与を受けている方は，原則として本市奨学生にはな

れません。 

 

３ 出願手続 

緊急申請については，随時受け付けています。手続の流れは，次のとおりです。 

（１） ひたちなか市教育委員会事務局総務課（市役所本庁第３分庁舎２階）までご相

談ください。 

家計の状況等を聞き取り，資格や準備していただく書類などを確認します。 

（２） 奨学生願書及び奨学生推薦調書の作成・他の書類の準備 

（３） 書類の提出 

土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く平日の午前８時３０分から午後５時１５

分までに，必要書類を揃えて，教育委員会事務局総務課まで持参してください。 

午後０時から午後１時までの間に来庁される場合は，事前にご連絡ください。 

（４） 採否の決定・出願者本人への通知 

事務局の審査を経て採否を決定し，出願者本人に通知します。 

（５） 誓約書，連帯保証人に係る市税の納税証明書等の提出（採用決定の通知を受け

た方のみ） 

提出完了後，貸与を開始します。 

 

４ 提出書類 

奨学生願書及び奨学生推薦調書の用紙は，教育委員会事務局総務課において配布する

ほか，ひたちなか市ホームページからダウンロードできます。 

（１） 奨学生願書 

出願者が作成してください。 

収入減少の経緯・現状，災害による被害について，奨学生願書の裏面に詳細に記

入してください。記入欄が不足する場合は，別紙に記入してください。 

（２） 奨学生推薦調書 

在学している学校又は卒業した学校に作成（記入）を依頼してください。別紙

「ひたちなか市奨学生推薦基準」（緊急申請分）参照。 

なお，作成に時間を要する場合もあることに注意してください。 

（３） 在学証明書又は学生証の写し（令和５年４月に在学している学校のもの） 

次のいずれかに該当する就学者の分を提出してください。 

ア 出願者で第１学年の方 

在学証明書 

イ 生計を一にする世帯内の高校生以上の就学者（出願者を除く。） 
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在学証明書又は学生証の写し 

（４） 生計を一にする世帯全員の収入（給料等）の明細書等（収入減少前後のもの又は

災害発生前後のもの） 

収入減少後又は災害発生後の１か月当たりの収入の平均額などから，その後１

年間に見込まれる収入の額を算定します。 

収入減少後又は災害発生後の明細書等については，収入減少又は災害発生から

出願の月までの分のものをご用意ください。 

（５） （３）の在学証明書等のほか，別紙「ひたちなか市奨学生所得基準（緊急申請

分）」の表３の特別控除を受ける場合に必要とする書類 

（６） 主たる家計支持者の収入減少・災害による被害の程度について確認することが

できる書類 

修学に要する学資等の支弁が困難となった要因である「２ 資格」の（２）ア又

はイの家計急変の事由の内容を確認するために，次の家計急変の事由に応じた書

類を提出していただきます（事前の相談により必要なものを確認します。）。 

事由 書類 

主たる家計支持者の収入が

病気，事故，死亡又は失業等

により減少した場合 

①主たる家計支持者が死亡した場合 

・戸籍謄本 

・住民票（死亡日が記載されているもの） 

 

②家計支持者の収入が失業等により減少した場合 

・解雇通知書 

・雇用保険被保険者離職票 

・雇用保険受給資格者証 

・破産手続開始通知書 

・日本政策金融公庫の特別貸付等の決定等の通知 

・信用保証協会のセーフティネット保証の決定等

の通知 

・社会福祉協議会の総合支援資金の貸付けの通知 

・罹災証明書 

など 

③家計支持者が病気等により就労が困難な場合 

・医師の診断書 

・病気休職中であることを証する書類 

・その他就労が困難であることを証する書類 

など 

火災，風水害，震災等の災害

により当市又は出願者の居

住地が災害救助法等の適用

を受け，かつ，著しい被害を

受けた場合等 

・罹災証明書 

・領収書，見積書その他被害の修繕等に要する費用が

わかる書類 

・その他被害の程度を証する書類 

（注） 上記の書類のほか，追加の書類の提出を求める場合があります。 
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５ 奨学金の交付 

奨学金は，原則として四半期ごと（４月，７月，１０月，１月）に交付するものとし，

口座に振り込みます。 

奨学金を必要としなくなった場合には，届出により，貸与を中止することができます。 

 

６ 貸与期間中の手続 

奨学金の貸与を受け，在学している期間中においては，毎年４月末日までに前年度の

成績を証する書類を提出していただくほか，住所を変更した場合，連帯保証人を変更す

る場合など届出が必要な場合があります。 

 

７ 奨学資金の返還 

（１） 返還期限 

奨学金は，無利息で，学校の正規の修業年限が満了する日の翌月から６か月据置

き後，１０年以内に，年賦（年１回）・半年賦（年２回）・月賦（毎月）により返還

していただきます。ただし，全部又は一部を繰り上げて返還することができます。 

※入学準備金と奨学金の貸与を併用した方は，貸与額を合算して返還していただ

きます。 

（２） 返還猶予 

進学，傷病，災害その他特別の理由により返還が困難な場合は，本人等の申請に

より，相当の期間，その返還を猶予することがあります。 

（３） 返還免除 

貸与を受けた方が，死亡又は心身障害のため労働能力を喪失した場合は，返還未

済額の全部又は一部の返還を免除することがあります。 

 

８ その他 

ひたちなか市では，奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し，市内の対象職種や中小企

業等において就業している方又は就業することが見込まれる方に対し，返還を行ってい

る奨学金返還金の一部を補助する制度を実施しています。詳細につきましては，ひたち

なか市ホームページ「ひたちなか市奨学金返還支援補助金について」のページ等をご参

照ください。 

 

９ 問合せ先 

〒３１２－８５０１ 

ひたちなか市東石川２丁目１０番１号 

ひたちなか市教育委員会事務局総務課 

℡ ０２９－２７３－０１１１  内線 ７３０６ 


